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労基法施行規則等の改正案「届出等の際

の押印等の廃止・36 協定届などの様式

の見直し」について 

 

行政手続における押印の見直しを受け、

「労働基準法施行規則等の一部を改正する省

令案」のパブリックコメントによる意見募集

が、令和２年 10 月９日から開始されました

（意見募集の締切りは令和２年 11 月７

日）。 

 

◇改正の趣旨 

労働基準法および最低賃金法の規定に基

づき、使用者に提出が求められている届出等

について、規制改革実施計画（令和２年７月

17 日閣議決定）等において、行政手続にお

ける押印の見直しが明記されたことを踏ま

え、これら届出等に際し、使用者および労働

者の押印、または署名を求めないこととする

というものです。 

 

◇規制改革実施計画 

令和２年７月 17 日に閣議決定された規制

改革実施計画のデジタルガバメント分野にお

ける新たな取組みとして、「行政手続におけ

る書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直

し」が掲げられ、「各府省は、……原則とし

て全ての見直し対象手続について、恒久的な

制度的対応として、年内に、規制改革推進会

議が提示する基準に照らして順次、必要な検

討を行い、法令、告示、通達等の改正やオン

ライン化を行う。」ことが明記されました。 

◇改正の概要 

労働基準法施行規則、事業附属寄宿舎規

程、年少者労働基準規則および建設業附属寄

宿舎規程ならびに最低賃金法施行規則におい

て、法令上押印等を求めないこととするとと

もに、労働基準監督署長等への届出等の際に

押印等を求めている省令様式について押印欄

を削除します。 

押印等を求めている省令様式のうち、36

協定届など、事業場の労働者の過半数で組織

する労働組合または労働者の過半数を代表す

る者の記載のあるものについては、労働組合

の記名がされている場合には事業場の労働者

の過半数で組織されている旨を、過半数代表

者の記名がされている場合には事業場の労働

者の過半数を代表している旨および当該過半

数代表者が労働基準法施行規則６条の２第１

項各号（※）のいずれにも該当する者である

旨のチェックボックスを設けることとするほ

か、所要の改正を行います。 

※①法 41 条第２号に規定する監督または

管理の地位にある者でないこと。②法

に規定する協定等をする者を選出する

ことを明らかにして実施される投票、

挙手等の方法による手続きにより選出

された者であって、使用者の意向に基

づき選出されたものでないこと。 

 

◇いつから施行 

令和３年４月１日予定（公布日は令和２

年 12 月中旬予定）となっています。 
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コロナ禍で増える自転車通勤……企業

に義務付けられる対応を改めて確認し

ておきましょう 

 

◇コロナ禍で自転車通勤が増えている 

コロナ禍の影響で、電車などの公共交通機

関の利用を避ける観点から、自転車通勤が増

えています。政府も、「環境問題や災害対応

から推進する」と後押しする構えです。 

従来、自転車通勤は、事故等への懸念から

禁止する企業も多くありました。実際、2019

年の統計によると、全国で発生している自転

車関連事故数は年間８万件以上。一日平均

200 件以上の事故が起きている計算です。自

転車通勤の要請が高まっている現状と、事故

の多さを踏まえて、企業としては、改めて自

転車通勤について検討し、対策を講じる必要

があります。 

 

◇条例への目配りも必要 

自転車が関わる事故が多発していること

を背景に、2020 年４月、東京都は条例で、都

民に自転車保険への加入を義務付けました。

こうした動きは都に限ったものではなく、条

例による保険の加入義務化は 2015 年 10 月に

兵庫県で初めて導入されて以降広がっており、

現在、15 都府県・８政令都市が同趣旨の義務

付けを行っています。加えて、11 道県・２政

令都市が努力義務としています。 

これらの条例では、自転車利用者に損害保

険への加入を義務付けるだけでなく、事業者

の責務として、自転車の業務使用時の損害保

険への加入、従業員安全教育などを定めてい

ます。また、たとえば東京都では、事業者に

対し、自転車通勤をする従業者に対する自転

車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確

認ができないときの自転車損害賠償保険等へ

の加入に関する情報提供も努力義務化される

など、自転車利用を許可するに際しては条例

への目配りも欠かすことができません。これ

らの内容を盛り込んだ自転車通勤規程を定め

るなどして、管理を行うことが望まれます。 

 

◇保険加入の確認時の注意点 

なお、自転車事故に適用可能な保険として、

個人賠償責任保険があり、自動車保険・火災

保険・傷害保険などに特約として付帯するこ

とができますが、これは日常生活に起因する

事故が対象であり、業務中の事故には適用が

ないことに注意が必要です。業務使用時の事

故による賠償責任をカバーするには、企業賠

償責任保険（施設賠償責任保険）や自転車の

車体に付帯したＴＳマーク付帯保険に加入す

る必要がありますので、この点も確認してお

きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事務所よりひと言 

  

 あれほど暑い暑いと言っていた 

時期は過ぎ去り、一気に寒くなっ 

た感があります。 

  季節の変わり目、体調管理には 

気を付けていきましょう。 

  
  
 
 


